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第４章 強靭化の推進方針 

 

１．個別施策分野ごとの推進方針 

施  策 推進方針 

１．行政機能・警察・消防 

1-1 
町災害対策本部体

制の充実・強化 

災害対策支援情報システムの確実な運用など、被災情報を迅速

かつ確実に収集するとともに、災害対策本部における情報共

有・分析、受援調整、広報機能を強化することにより、これを

的確に整理・分析し、応急対策に生かすための体制整備を図る。 

1-2 
支援の受け入れ体

制の構築 

町外からの応援部隊等の人的支援や食料等の物的支援を円滑

に受け入れるため、受援計画の策定を行い、防災訓練等を通じ

て、その実効性を高めていく。 

1-3 
備蓄物資の供給体

制等の強化 

備蓄物資や流通備蓄物資の搬出・搬入について、適正かつ迅速

な物資の供給を行うため、関係機関との連携や調整などを強化

する。 

1-4 

防災拠点となる公

共施設の耐震化の

推進 

防災拠点としての機能を維持するため、公共施設等の耐震化を

推進する。 

1-5 

町有施設における

水道施設の耐震化

等対策 

水道施設における被害の発生を抑制し影響を小さくするため、

水道事業者に対して生活基盤施設耐震化等交付金を活用した

施設整備など、水道施設の耐震化を促進させる。 

1-6 
情報伝達の多様

化・効率化 

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）の自動起動装置の活用や

防災行政無線のデジタル化、警察、消防等の通信基盤・施設の

堅牢化・高度化により情報伝達手段の多様化・明確化に努めて

いるところであり、これらの施策を着実に進めるとともに、Ｌ

アラート（災害情報共有システム）の利活用に努める。 

1-7 
警察・消防等の体

制強化 

警察、消防において災害対応力強化のための体制、装備資機材

等の充実強化を推進する必要がある。加えて、消防団の体制・

装備等の充実強化や、自主防災組織の充実強化を推進する。 

1-8 
電力供給遮断時の

電力確保 

電力供給遮断時に、避難住民の受け入れを行う避難所や防災拠

点において、避難住民の生活等に必要不可欠な電力や災害応急

対策の指揮、情報伝達等のための電力を確保する。 

1-9 業務継続計画等 
本町の業務継続計画（ＢＣＰ）の実行性を確認し、実効性を高

めていくことにより業務継続体制を強化する。 
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1-10 
庁舎ＬＡＮ機器等

の冗長化 

障害や災害による業務停止防止を念頭に機器・通信回線の冗長

化やサーバー仮想化基盤に搭載する情報システムの遠隔地で

のバックアップを実施する。 

1-11 
町における備蓄推

進 

生活必需品の備蓄は町民が自ら行うことを基本とするが、避難

時に物資の持ち出し等が十分行われない可能性があること、ま

た、大規模災害時には町外からの支援到達まで遅延することが

予想されることから、「宮崎県備蓄基本指針」に基づき備蓄を

進める。 

1-12 被災者台帳の整備 
被災者支援の円滑な実施を行うため、被災者台帳・被災者支援

システムの運用訓練を行う。 

1-13 
避難所における生

活環境の改善 

被災者の生活支援として、必要な物資の確保や配給体制の整

備、仮設トイレや移動入浴車の配備及び心身ケア体制の整備、

要配慮者への支援など様々な対応が必要となることから、避難

所運営マニュアルの作成を進める。また、避難者となる地域住

民による運営ルールの検討、避難所運営訓練の実施等、町と住

民が連携した取り組みを進める。 

1-14 
避難所の耐震化・

機能強化 

町が避難所として指定する施設については、施設管理者の協力

の下、施設の耐震化（吊り天井等の非構造部材対策を含む）、

老朽化対策及び機能強化を進める。 

1-15 
避難所外避難者対

策 

大規模地震等において想定される多くの自宅避難者、車中泊

等の避難所外の被災者対策として、避難者の把握、物資や災

害情報の提供、健康管理等の対策検討を進めるとともに、民

間団体や災害ボランティアとの連携による支援についても検

討を進める。 

1-16 
罹災証明交付体制

の整備 

罹災証明発行に関する人材育成等を行うとともに、罹災証明発

行事務等の応援受け入れ体制を構築する。 

1-17 
学校における津波

避難対策 

津波を想定した避難訓練に継続的に取り組み、教職員及び児

童・生徒の災害対応能力を向上させる。 

1-18 
発災後の渋滞の回

避 

停電による信号機機能停止を防止する信号機電源付加装置の

整備を推進する必要がある。また、交通渋滞回避のための道路

整備及び避難路明示標識等を整備する。 

1-19 

警察・消防施設の

耐震化、情報通信

機能の耐災害性強

化 

地域における活動拠点となる警察施設や消防施設の耐災害性

を強化する必要がある。また、情報通信機能の耐災害性強化、

高度化を着実に推進する。 
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1-20 
災害対応業務の標

準化・共有化 

災害対応において関係機関ごとに体制や資機材、運営要領が異

なることから災害対応業務の標準化、情報の共有化に関する検

討を行い、必要な事項について標準化を推進するとともに明確

な目標の下に合同訓練等を実施し、災害対応業務の実効性を高

めていく。 

２．住宅・都市 

2-1 
地域コミュニティ

力の強化 

災害が起きた時の対応力を向上するためには、必要な地域コミ

ュニティ力を構築する必要があり、ハザードマップを活用した

訓練・防災教育等を通じた地域づくり、事例の共有によるコミ

ュニティ力を強化するための支援等の取組を推進する。 

2-2 
町民の防災意識の

啓発 

大規模災害において、町民一人ひとりが平時から備えるととも

に、災害時に適切な行動をとることが大切であることから、防

災訓練やシェイクアウト訓練等、防災知識の普及及び防災意識

の啓発を計画的に進める。 

2-3 
自主防災組織等の

活性化推進 

地域の防災力を高めることが大切であることから、自主防災組

織の資機材整備の補助事業や公民館長等に対する研修会、災害

に関する出前講座等の実施により、自主防災組織の育成・活性

化を進める。 

2-4 
家庭・事業所等に

おける備蓄促進 

大規模災害時において、平時から災害に備えるとともに、災害

時に適切な行動を取ることが大切であることから、建物の耐震

化や早期避難、備蓄などの災害から命を守る行動の啓発事業を

行う。 

2-5 
住宅・建築物の耐

震化の促進 

大規模地震による一般住宅・建築物の倒壊による被害を防止す

るため、耐震化を促進する。また、災害に強いまちづくりを進

めるため、公営住宅ストック総合改善事業や住宅・建築物耐震

改修事業及び危険ブロック塀等除却促進事業を推進する。 

2-6 
住宅・建築物の火

災予防対策 

火災報知機の設置や通電後の火災を防ぐための感震ブレーカ

ーの設置の促進に加え、消防本部や消防団による個別指導など

を継続する。 

2-7 

不特定多数の者が

利用する建築物の

火災予防対策 

平成 28 年に施行された改正建築基準法により、特殊建築物に

ついて所有者が定期的に点検・報告を行わなければならない建

築物の範囲が大幅に拡大されているため、的確に報告がされる

よう体制整備を図る。 

2-8 

不特定多数の者が

利用する建築物の

耐震化促進 

不特定多数の者が利用する大規模建築物については、特に耐震

化を促進する。 
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2-9 
避難場所や避難路

確保等 

広域にわたる大規模津波が発生した場合、避難行動に遅れが生

じると多数の死傷者が発生することが想定されることから、避

難場所や避難路の確保を進める。また、ハザードマップ等の配

布による住民周知を図る。 

2-10 
応急仮設住宅供給

体制の充実 

南海トラフ地震の被害想定を踏まえた、仮設住宅の建設用地の

確保及び仮設住宅等の供給体制の整備を図る。 

2-11 
津波避難計画の策

定 

宮崎県では、平成２５年に「宮崎県地震・津波及び被害の想定

について」を作成しており、本町においても同資料に基づく高

鍋町津波避難対策緊急事業計画を策定し、住民周知を図る。 

2-12 

津波ハザードマッ

プによるソフト対

策の推進 

津波浸水想定を設定し、津波ハザードマップの随時見直しを行

うとともに、住民への周知を図る。 

2-13 

洪水ハザードマッ

プによるソフト対

策の推進 

洪水被害想定を設定し、洪水ハザードマップの随時見直しを行

うとともに、住民への周知を図る。また、マイハザードマップ

作成や内水情報の提供など、わかりやすい防災情報の提供を進

める。 

2-14 
応急給水体制の整

備 

被災した水道施設の迅速な把握に努め、応急給水や水道施設の

応急復旧を、迅速に行える体制整備を図る。 

2-15 
一時滞在施設の確

保 
帰宅困難者の受け入れに必要な一時滞在者施設の確保を図る。 

2-16 
下水道施設の災害

対策 

下水道施設（処理場、主要な管渠等）の耐震対策を進め、被災

時の公衆衛生を確保する。また、被災時における下水道機能の

継続、早期回復が図られるよう防災訓練等を実施する。 

2-17 浸水被害対策 

町を流れる小丸川・宮田川は、直轄管理区間と県管理区間があ

り、国・県との連携のもと内水被害軽減のための施策の検討を

行い、ポンプ場設置や河川改修及び堤防嵩上げや雨水幹線等の

整備を進める。 

2-18 

大規模盛土造成地

マップの作成・公

表 

大規模地震等においては、大規模な盛土造成地での滑動崩落の

危険があることから、大規模盛土造成地の有無の調査を進めて

いるところである。該当がある場合は、安全性の確認及び予防

対策について検討を行い、公表を進める。 

３．保健医療・福祉 

3-1 
社会福祉施設の耐

震化 

社会福祉施設の施設利用者の安全を確保するとともに、継続的

なサービスが提供できるよう社会福祉施設の耐震化を促進す

る。 
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3-2 

広域災害救急医療

情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）の活用 

被災地域での迅速かつ適切な医療・救護を行うため、必要な各

種情報を集約・提携可能なＥＭＩＳの活用を進める。 

3-3 
感染症予防・衛生

対策 

災害発生時の避難所における感染症予防策のため、平時から予

防接種等を促進し感染症の発生を予防する。また、消毒や害虫

駆除においては迅速的確に実施できるよう体制整備に努める。 

3-4 避難者の健康対策 

避難所生活者等の健康悪化や災害関連死を防ぐため、関係機関

と連携し、災害時における被災者の健康支援体制を整備する。

自宅避難者、車中泊等の避難所外の被災者の健康対策について

も、関係団体との連携による被災者の把握方法及び支援方法に

ついて検討を進める。 

3-5 
要配慮者対策の推

進 

要配慮者は、高齢者、障がい者、外国人等によって必要とする

支援が異なることを踏まえ、災害発生時等に要配慮者に対する

支援が円滑に行えるよう取り組みを進める。 

3-6 
避難行動要支援者

対策の推進 

災害発生時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難

のため特に支援を必要とする災害時避難行動要支援者名簿の

作成及び避難行動要支援者一人ひとりの個別支援計画の作成

を進める。 

3-7 福祉避難所の整備 
一般の避難所では生活が困難な要配慮者を受け入れるため、福

祉避難所の確保を進める。 

４．産業（エネルギー・情報通信・産業構造） 

4-1 企業防災の促進 
工場・事業所等における自家発電設備の導入や燃料の備蓄量の

確保等を促進する。 

4-2 企業との連携 

企業等が地域の一員として平常時から自治体や消防団、自主防

災組織等の地域防災を担う団体と連携体制の強化を図るとと

もに、積極的に社会貢献するよう啓発を行う。 

4-3 

家庭・事業所等に

おける備蓄促進

（再掲） 

大規模災害時において、平時から災害に備えるとともに、災害

時に適切な行動を取ることが大切であることから、建物の耐震

化や早期避難、備蓄などの災害から命を守る行動の啓発事業を

行う。 

4-4 
災害に強い放送ネ

ットワークの整備 

津波や液状化現象等の災害発生による放送停波の防止、災害に

強い放送ネットワークを整備するため、ＡＭラジオ放送のＦＭ

補完中継局の整備を促進する。また、防災・防犯メールサービ

スへの登録など、町民へ情報伝達手段の周知・啓発を行う。 
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4-5 
情報通信機能の耐

災害性強化 

放送事業者及び通信事業者における災害予防措置の徹底を要

請するとともに、公共施設を中心とした耐災害性を有する情報

通信機能の強化を図る。 

4-6 

防災拠点等への再

エネルギー設備導

入 

電力の多様化を確保し従来の非常用発電機に加え「災害に強く

環境負荷の小さい地域づくり」を行うために、再生可能エネル

ギーと蓄電池、燃料電池等を合わせた自立・分散型エネルギー

の導入を図る。 

５．交通・物流 

5-1 

交通施設・沿線・

沿道建築物の耐震

化 

交通施設及び沿道建築物の複合的な倒壊による避難や応急対

応への障害を防止するため、交通施設及び沿線・沿道建築物の

耐震化を促進する。 

5-2 道路事業の推進 

市街地等において、避難路として機能する道路の計画的な整備

を進める。また、町内には幅員 4ｍ未満の狭小な町道が多く存

在することから、避難所や避難場所へ接続する道路等、優先順

位をつけて整備を進める。 

5-3 
市街地等の幹線道

路の無電柱化 

大規模地震時に被害を受けやすい電柱の虚弱性を解消するた

め、関係機関と連携して幹線道路の無電柱化を推進する。 

5-4 
無電柱化促進と早

期復旧方法の確立 

倒壊した電柱の早期撤去・復旧に向けた民間事業者との情報共

有及び連携体制の強化を図るとともに、市街地等における幹線

道路等の無電柱化を考慮し、災害時にも確実な避難や応急対策

活動ができるよう道路の安全性を高める。 

5-5 地域交通網の確保 

地域コミュニティを維持する上で、地域交通は重要な要素であ

るため、広域的なバス路線の確保、コミュニティバス等の活用

による集落間のネットワークの確保を継続する。 

5-6 
緊急輸送道路の整

備促進 

災害時の緊急輸送を確保するため緊急輸送道路である東九州

自動車道及び国道１０号の４車線化を促進するとともに、接続

する町道の整備を進める。 

5-7 
道路の防災対策の

推進 

道路施設が被災すると避難・救助活動、応急復旧活動に障害が

及ぶことが想定されるため、地震・津波・洪水・土砂災害・高

潮対策等の道路の防災対策を着実に推進する。また、通常の点

検において異常のあった箇所については、その危険度を判断し

適切に維持管理に努める。 
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5-8 
道路情報提供装置

の整備 

通行規制情報や緊急情報を迅速かつ正確に道路利用者へ伝え

るために、道路情報提供装置の新設・更新及び機能の高度化を

促進させる。 

5-9 孤立集落対策 

既存施設等の点検結果を踏まえ、防災対策を要する箇所につい

てのハード対策を着実に行い、災害に強い道路づくりを推進す

る。 

5-10 
緊急物資輸送体制

の構築 

大規模自然災害が発生した場合に緊急に必要となる食糧・飲料

水・生活物資などの確保を円滑に行うため、緊急物資の集積拠

点の整備を進めるとともに、平時から緊急物資の集積点の管

理・運営や輸送に係る事業者との協力体制の構築を図る。 

5-11 

災害時の物資輸送

ルートの代替性・

冗長性確保 

輸送ルートを確実に確保するため、地震・津波・水害・土砂災

害対策を着実に進めるとともに、緊急輸送機能となる輸送モー

ド間の連携による複数輸送ルートの確保を図る。また、迂回路

として活用できる道路情報について、道路管理者間で共有す

る。 

5-12 

建設関係団体との

応急復旧体制強

化、建設業におけ

る担い手確保と育

成 

行政機関と建設関係団体との災害協定締結、建設関係団体内部

におけるＢＣＰ策定の取組を進め、道路啓開等の復旧・復興を

担う人材（専門家・コーディネーター・労働者・地域に精通し

た技術者）の育成に基づく、若年就職者及び技能労働者の担い

手確保・育成の観点から就労環境の改善を推進する。 

６．農林水産 

6-1 
基幹的農業水利施

設の長寿命化 

国営・県営造成施設の長寿命化計画に基づき、耐震化などのハ

ード対策について、関係する市町と連携し取り組む。 

6-2 
農業用ため池等の

防災対策 

人命・財産への影響のあるため池の耐震調査及びため池ハザー

ドマップを作成し周知を行う。また、決壊の危険性がある場所

に関して対策を進める。 

6-3 防災ダムの耐震化 
大規模地震発生時の機能停止を防ぐため、未診断箇所の耐震性

の点検を実施し、必要な耐震化を実施する。 

6-4 
適切な森林整備の

推進 

人工林の生育段階に見合った適切な間伐など、効率的な森林施

業を進め、下層や林床の植生が豊かな森林づくりを行い、表層

崩壊や風害の防止機能を向上させる対策を推進する。 

6-5 
農地浸食防止対策

の推進 

豪雨等による土壌流出や法面崩壊を防止するため、農地の浸食

防止を目的とした排水路整備などの浸食防止対策や土砂崩壊

防止対策を推進する。 
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6-6 
鳥獣被害防止対策

の推進 

「寄せ付けない・侵入を防止する・個体数を減らす」の３つの

柱としたソフト・ハード両面にわたる総合的な対策を推進す

る。 

７．環境 

7-1 
し尿処理施設の防

災対策強化 

し尿処理施設の耐震対策を進め、被災時の公衆衛生を確保す

る。また、処理機能の継続、早期回復が図られるよう防災訓練

を継続して実施する。 

7-2 
浄化槽台帳システ

ム整備 

老朽化した単独浄化槽から災害に強い合併浄化槽への転換を

促進するとともに、災害時の浄化槽使用可否の伝達・仮設トイ

レの設置状況の把握に利する浄化槽台帳システム整備及び内

容充実を図る。 

7-3 
有害物質の流出拡

散対策 

大規模自然災害発生に伴う有害物質の大規模拡散・流出による

環境への悪影響を防止するため、事故発生を想定したマニュア

ル整備及び関係機関との連携を進める。 

7-4 
ストックヤードの

確保 

早急な復旧・復興のためには、災害廃棄物を仮置きするための

ストックヤードが必要であるため、災害廃棄物の発生量推計に

合わせたストックヤードの確保を図る。 

7-5 
災害廃棄物適正処

理の体制整備 

災害廃棄物処理の協力について関係機関と協定を締結し、協力

体制の実効性向上を図る。 

7-6 
災害廃棄物処理計

画の策定 

広域被災を想定した災害廃棄物処理（実行）計画策定を進める

とともに、処理の実効性向上に向けた人材育成を図る。 

８．国土保全／土地利用 

8-1 
内水対策にかかる

人材育成 

内水対策について、より迅速な対応を行うため関係職員の人材

育成を推進する。 

8-2 
海岸堤防等の老朽

化対策の推進 

海岸堤防等の施設機能構築を国・県・町で促進し、構築後の長

寿命化を図りつつ老朽化対策を推進する。 

8-3 
潮害防備保安林の

整備 

海岸に植生している保安林は、津波に対する減勢効果をもつこ

とから、保全管理と整備を推進し、その機能の維持・向上を図

る。 

8-4 
水門、樋門等の操

作等 

操作従事者の安全確保を最優先とする効果的な管理運用を推

進するため、水門・樋門の遠隔操作機能を整備する。 
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8-5 
水防災意識社会の

再構築 

気象変動の影響により大規模な浸水被害の発生頻度が高まる

ことが懸念されることから、国、県、町が連携・協力して減災

のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計

画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える「水

防災意識社会」の再構築を進める。 

8-6 
河川改修等の治水

対策 

現在事業中の河川改修のより一層の推進を図るとともに、近年

の大雨により浸水被害をもたらした河川等の、再整備の推進を

図る。また、河川の点検において異常や河道掘削の必要な個所

等を確認した場合は、その危険度を判断し適切に対応し、事前

防災に努める。 

8-7 
雨量・河川水位防

災情報の提供 

雨量や河川水位等の防災情報がインターネット等により住民

に提供され、本町の避難勧告等の判断にも活用しているところ

である。今後ともより一層周知及び活用に努める。 

8-8 治山事業の推進 
山地被害の恐れのある地域について、治山施設や森林整備を推

進する。 

8-9 
土砂災害対策の推

進 

県と連携して人命を守るための砂防施設等の計画的な整備を

推進し、土砂災害に対する安全度の向上を図る。 

8-10 地籍調査 

災害後の円滑な復旧・復興を確保するためには、地籍調査によ

り土地境界を明確にしておくことが重要となる。このため、現

在休止している地籍調査を再開し、未調査地区の土地境界を明

確にしていく。 

 

２．各施策に関連する目標となる指標  

指  標 
現状値 

(2018 年度末) 

目標値 

(2024 年度末) 

関連する 

施策番号 

災害対策本部設置・運営訓練の実施回数 1回 1回 1-1,1-6,1-20 

防災拠点庁舎の非常用電源の確保 有 有 1-1,1-8 

町保有の衛星携帯数 無 有 1-1,1-6 

燃料供給協定締結団体数 1団体 2団体 1-1,1-8,4-2 

ＢＣＰの策定 済 済 1-2,1-9,1-20 

受援計画の策定 未策定 策定 1-2,1-9,1-20 

災害時応援協定締結数 23件 30件 1-3,1-11,4-2 
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避難所運営訓練の実施回数 未実施 実施 1-3,1-13,3-5 

町の備蓄率（食料） 50% 80% 1-3,1-11 

物資供給に関する民間事業者との協定数 7件 10件 1-3 

防災拠点となる公共施設の耐震化 100% 100% 1-4,1-14 

上水道の BCP策定 策定済み 策定済み 1-5,2-13 

上水道の耐震適合率 24% 30% 1-5,2-13 

応急水道事業受入マニュアルの策定 未策定 未策定 1-5,2-13 

戸別受信機設置世帯数 1,057戸 1,650 戸 1-6 

防災行政無線のデジタル化 済 済 1-6,4-5 

公式 SNSフォロワー数 420人 1,000 人 1-6,4-4 

消防団員数 257人 285 人 1-7 

防災ヘリの臨時離着陸場の指定数 2箇所 3箇所 1-7,3-3 

非常用電源設備の導入 済 済 1-8,4-6 

防災行政無線の無停電装置 済 済 1-8,1-19 

クラウド化した業務システム数 3業務 3業務 1-9 

庁内 LAN用機器の予備機 1台 1台 1-10 

避難所運営マニュアルの策定 未策定 策定 1-13,3-4,3-5 

簡易トイレ備蓄数（使用可能回数） 192,700回 192,700 回 1-13 

小・中学校トイレ整備（避難所） 50% 100% 1-13 

小・中学校非常用電源設備導入（避難所） 0% 事業化 1-13 

小・中学校避難訓練の実施校数 4校 4校 1-17 

津波避難訓練の実施回数 1回 1回 
1-17,2-11,2-

12 

自主防災組織数 23組織 35組織 2-1,2-2,2-3 

防災士の人数 152人 254 人 2-1,2-2,2-3 

地区防災計画策定地区数 3地区 30地区 2-1,2-2,2-3 

津波等各種災害ハザードマップの作成 作成済 作成済 2-2,2-9,2-12 

住宅の耐震化率 69% 80% 2-5 
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避難路の整備率 56% 65% 2-9,5-2,5-5 

応急仮設住宅確保可能戸数 1,668戸 1,782 戸 2-10 

下水道の BCP策定 済 済 2-15 

下水道施設の耐震化率 100% 100% 2-15 

避難行動要支援者の個別支援計画の策定数 1名 200 名 3-6,3-7,3-8 

社会福祉施設の耐震化率 100% 100% 3-1 

避難行動要支援者名簿の作成 作成済 作成済 3-6,3-7 

福祉避難所指定数 2箇所 10箇所 3-8 

東九州自動車道４車線化（高鍋～宮崎西） 未事業 事業化 5-6,5-11 

国道 10号４車線化 町内区間 L=10.5km 未事業 事業化 5-2,5-6 

道路啓開に関する協定の締結 有 有 5-11,5-12 

農業関連施設の機能診断実施率 100% 100% 6-1,6-2,6-3 

ため池ハザードマップの作成 50% 100% 6-2 

林業事業者数 4社 現状維持 6-4 

有害鳥獣駆除班員数 16名 19名 6-6 

高鍋木城衛生センターの耐震診断 未実施 実施 7-1 

合併処理浄化槽導入率 39% 45% 7-1 

水洗化率 84% 87% 7-2 

災害廃棄物仮置き場（候補地）数 3箇所 5箇所 7-4 

災害廃棄物処理に係る協力体制の構築 未実施 実施 7-5 

災害廃棄物処理計画の見直し Ｈ27,5策定 改定 7-6 

地籍調査進捗率 86% 95% 8-10 

 

３．横断的分野ごとの推進方針 

 

（１）リスクコミュニケーション 

 

〇 自助・共助・公助の理念に基づき、国・県・町・民間事業者・関係団体・住民などあ

らゆる主体が連携し・協働した自発的な取組を双方向のコミュニケーションにより促進

する。 
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〇 全ての世代を通じて生涯にわたり国土強靭化に関する教育・訓練・啓発を実施するこ

とにより、地域のリスクを正しく認知・共有し強靭な地域社会を築き被害を減少させ

る。 

〇 リスクコミュニケーションを進める上で基本となる地域コミュニケーションにおいて

は、住民の社会的な関わりの増進及び地域力を強化する。 

〇 高齢者・子ども・障害者・観光客・外国人等への配慮を含め、住民同士の助け合い・

連携による災害対応力の向上、被災者の心のケアに繋がる地域コミュニティの機能を維

持・向上させる。 

〇 防災ボランティア等による地域を守る組織、団体の後方支援等を含む主体的な活動を

促進する。 

 

（２）老朽化対策 

 

〇 町有施設は老朽化が進み、今後、多くの施設において大規模改修などが必要となる時

期を迎え、維持管理・修繕にかかる経費は増々増加することが見込まれるが、平成２９

年に策定した高鍋町公共施設等総合管理計画及び令和２年度までに策定予定の個別施設

計画に基づき、施設保有の必要性を検証しながら、適切で計画的な維持管理、長寿命化

等に努めることで、財政負担の軽減・平準化を図る。 

〇 施設の点検・診断を実施し、適切な時期に必要な対策を行うとともに、点検・診断の

結果や対策履歴等の情報を適切に管理・蓄積し、次の点検・診断に活用するというメン

テナンスサイクルの構築を推進する。 

 

（３）地域活性化 

 

〇 本町の経済を支える農林水産業や商工業、観光などの産業は、人々の働く場を確保す

るとともに、様々なサービスを通じて町民の快適で便利な生活を支える基盤である。こ

の基盤を基に、既存企業の育成・強化はもとより、本町の特性を生かした企業誘致活動

を積極的に推進し、女性や高齢者をはじめ、みんなが持てる能力を発揮できるような雇

用の場の確保を図る。 

〇 「高鍋みらい戦略」に掲げた、４つの基本目標「心豊かな人が育つまちづくり」、「安

全で住みよいまちづくり」、「子育てと健康長寿を支えるまちづくり」、「地域資源を生かし

た活気あふれるまちづくり」の視点から、みんなが主役のまちづくりと接続可能な行財政

運営を構築するためのプロジェクト・施策に取り組むまちづくりを図る。 
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４．国土強靭化に関連する事業 

事業名（事業箇所） 補助名 
所管省

庁 

実施

年度 
事業量 事業費 

実施主

体 

西中学校トイレ改修 
学校施設環境改善交

付金 

文部科

学省 

R3～

R5 
１校 

50 百万

円 

教育総

務課 

一真持田保育園新築工

事 
保育所等整備交付金 

厚生労

働省 

R2～

R3 
1 園 

300百万

円 
福祉課 

上水道管耐震化事業 未定 
厚生労

働省 
未定 未定 未定 

上下水

道課 

上水道管老朽化対策事

業 
未定 

厚生労

働省 
未定 未定 未定 

上下水

道課 

上水道広域化・共同化

事業 
未定 

厚生労

働省 
未定 未定 未定 

上下水

道課 

浄水場改築更新事業 未定 
厚生労

働省 
未定 未定 未定 

上下水

道課 

ため池改修事業 
農村地域防災減災事

業 

農林水

産省 

H30

～R6 
ため池改修 

267百万

円 
宮崎県 

基幹的農業水利改修事

業 

農村地域防災減災事

業 

農林水

産省 

R3～

R6 
隧道改修 3.0㎞ 

200百万

円 
宮崎県 

鳥獣被害防止対策の推

進 

鳥獣被害防止総合支

援事業 

農林水

産省 

毎年

度 
有害鳥獣捕獲 未定 

農業政

策課 

治山事業の推進 緊急予防治山事業 
農林水

産省 

毎年

度 
法面工事 未定 宮崎県 

潮害防備保安林の整備 治山事業 
農林水

産省 
未定 保安林植林 未定 宮崎県 

適切な森林整備の推進 森林整備事業 
農林水

産省 

毎年

度 
山林の適切な管理 未定 

農業政

策課 

地籍調査 
社会資本整備円滑化

地籍整備事業 

国土交

通省 

R3～

R6 
地籍調査 

30 百万

円 

農業政

策課 

都市防災総合推進事業 防災・安全交付金 
国土交

通省 

H28

～ 

避難施設整備・防災

資機材配置等 
未定 

総務・

建管 

下水道管老朽化対策事

業 
防災・安全交付金 

国土交

通省 

R3～

R6 
調査点検１式 

18 百万

円 

上下水

道課 

浄化センター改築更新

事業 
防災・安全交付金 

国土交

通省 

R3～

R6 
設備１式 

56 百万

円 

上下水

道課 
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下水道広域化・共同化

事業 
未定 

国土交

通省 
未定 未定 未定 

上下水

道課 

天神鶴・茂広毛平付線

道路改良事業 

防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 
～R3 0.50km 

340百万

円 

建設管

理課 

小丸出口・正ヶ井手線

道路改良事業 

防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 
～R3 0.60km 

75 百万

円 

建設管

理課 

東光寺・鬼ヶ久保線道

路改良事業 

防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 
～R7 1.59km 

429百万

円 

建設管

理課 

中嶋・中河原線 
防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 
R1 0.70km 1 百万円 

建設管

理課 

町管理橋梁 

（１１７橋） 

防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 

継続

実施 
未定 未定 

建設管

理課 

県管理橋梁 

（１７橋） 

防災安全交付金（道

路） 

国土交

通省 

継続

実施 
未定 未定 宮崎県 

舞鶴公園整備事業 
防災安全交付金（公

園） 

国土交

通省 

R2～

R7 
6.1ha 

118百万

円 

建設管

理課 

小丸河畔運動公園整備

事業 

防災安全交付金（公

園） 

国土交

通省 

R8～

R12 
6.2ha 

64 百万

円 

建設管

理課 

高鍋総合運動公園整備

事業 

防災安全交付金（公

園） 

国土交

通省 
～R2 3.8ha 

190百万

円 

建設管

理課 

舞鶴団地外壁等改修事

業 

防災安全交付金（地

域住宅計画） 

国土交

通省 

R2～

R8 
８棟 

220百万

円 

建設管

理課 

持田団地中耐外壁改修

等事業 

防災安全交付金（地

域住宅計画） 

国土交

通省 

R9～

R10 
２棟 

55 百万

円 

建設管

理課 

木造建築物耐震改修事

業 

防災安全交付金（住

環境） 

国土交

通省 

継続

実施 
未定 未定 

建設管

理課 

危険ブロック塀等除却

促進事業 

防災安全交付金（住

環境） 

国土交

通省 

継続

実施 
未定 未定 

建設管

理課 

城堀緑地整備 未定 
国土交

通省 
未定 未定 未定 

建設管

理課 

宮越地区排水整備 単独事業 
国土交

通省 
～R8 0.67km 未定 

建設管

理課 

東町（１）線 単独事業 
国土交

通省 
～R7 0.56km 

73 百万

円 

建設管

理課 

小鶴・挽木出口線 単独事業 
国土交

通省 

R8～

R12 
0.13km 

14 百万

円 

建設管

理課 
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堂ヶ瀬（１）線 単独事業 
国土交

通省 
～R4 0.13km 

20 百万

円 

建設管

理課 

羽根田・北牛牧線 単独事業 
国土交

通省 
～R7 0.92km 

110百万

円 

建設管

理課 

坂本・古河線 単独事業 
国土交

通省 
～R7 0.18km 

18 百万

円 

建設管

理課 

中川池（２）線 単独事業 
国土交

通省 
～R7 0.18km 

18 百万

円 

建設管

理課 

蓑江・小鶴（１）線 未定 
国土交

通省 

R2～

R7 
0.36km 

47 百万

円 

建設管

理課 

蓑江・小鶴（１）線 未定 
国土交

通省 

R8～

R12 
0.24km 

31 百万

円 

建設管

理課 

馬場原・松ヶ鼻線 単独事業 
国土交

通省 
～R7 0.63km 

70 百万

円 

建設管

理課 

筏線 未定 
国土交

通省 

R2～

R7 
0.19km 

24 百万

円 

建設管

理課 

筏線 未定 
国土交

通省 

R8～

R12 
0.13km 

16 百万

円 

建設管

理課 

町・蓑江線 未定 
国土交

通省 

R2～

R7 
0.35km 

38 百万

円 

建設管

理課 

町・蓑江線 未定 
国土交

通省 

R8～

R12 
0.23km 

26 百万

円 

建設管

理課 

馬場原・中河原線 未定 
国土交

通省 

R5～

R9 
0.70km 

30 百万

円 

建設管

理課 

水谷原坂平付・堀之内

線 
未定 

国土交

通省 
～R4 2.20km 

30 百万

円 

建設管

理課 

前古場・大谷線 未定 
国土交

通省 

R5～

R9 
6.10km 

50 百万

円 

建設管

理課 

上畑田（２）線 未定 
国土交

通省 

R5～

R9 
0.15km 

10 百万

円 

建設管

理課 

南牛牧（２）線 未定 
国土交

通省 

R5～

R9 
0.30km 

18 百万

円 

建設管

理課 

宮越排水機場設置 直轄事業 
国土交

通省 
未定 未定 未定 

国土交

通省 

中須ノ二（３）線 
社会資本整備総合交

付金 

国土交

通省 

R3～

R4 
0.22km 

50 百万 

円 

建設管

理課 
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上江排水区排水路整備 未定 
国土交

通省 
未定 1.47km 未定 

建設管

理課 

中州排水区排水路整備 未定 
国土交

通省 
未定 0.38km 未定 

建設管

理課 

竹鳩橋架け替え 
社会資本整備総合交

付金 

国土交

通省 
未定 1.22km 

3,380 百

万円 

建設管

理課 

東九州自動車道４車線化

（高鍋～宮崎西） 
未定 

国土交

通省 
未定 

約 20km 

（対面通行区間） 
未定 未定 

国道１０号４車線化 未定 
国土交

通省 
未定 10.50km 未定 

国土交

通省 

県道木城高鍋線 

（川田北地区） 

防災・安全交付金 

（交通安全事業） 

国土交

通省 
未定 0.30km 

370百万

円 
宮崎県 

県道杉安高鍋線 

（洗井地区） 

防災・安全交付金 

（街路事業） 

国土交

通省 

H26

～R2 
0.20km 

311百万

円 
宮崎県 

県道杉安高鍋線 

（牛牧地区） 

防災・安全交付金 

（道路改良事業） 

国土交

通省 

H29

～R4 
0.96km 

260百万

円 
宮崎県 

県道杉安高鍋線 

（畑田地区） 

防災・安全交付金 

（街路事業） 

国土交

通省 
未定 0.50km 未定 宮崎県 

県道杉安高鍋線 

（大谷地区） 

防災・安全交付金 

（道路改良事業） 

国土交

通省 
未定 0.30km 

100百万

円 
宮崎県 

県道高鍋高岡線 

（鐘塚橋） 
防災・安全交付金 

国土交

通省 

H31

～R3 
0.12km 未定 宮崎県 

県道高鍋高岡線 

（大平寺地区） 

防災・安全交付金 

（交通安全事業） 

国土交

通省 

H30

～R2 
0.63km 

200百万

円 
宮崎県 

県道高鍋高岡線 

（舞鶴地区） 

防災・安全交付金 

（交通安全事業） 

国土交

通省 
未定 0.40km 

150百万

円 
宮崎県 

県道石河内高城高鍋線

（切原地区） 

防災・安全交付金 

（交通安全事業） 

国土交

通省 
未定 0.10km 

60 百万

円 
宮崎県 

塩田川堤防嵩上げ 

（筏地区） 
県単河川改良事業 

国土交

通省 

R1～

R2 
0.28km 

55 百万

円 
宮崎県 

宮田川河川改修 

（鐘塚～大平寺） 
広域河川改修事業 

国土交

通省 

H8～

R7 
1.2km 

 1,915

百万円 
宮崎県 

切原川（切原地区） 総合流域防災事業 
国土交

通省 

H30

～R2 
 1.5km 

200百万

円 
宮崎県 

宮田川（宮田地区） 河道掘削 
国土交

通省 
随時 未定 未定 宮崎県 
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切原川（切原地区） 河道掘削 
国土交

通省 
随時 未定 未定 宮崎県 

急傾斜地崩壊対策事業

（脇２地区） 

急傾斜地崩壊対策事

業 

国土交

通省 

H26

～R2 
0.25km 

285百万

円 
宮崎県 

土砂災害対策 

（松本川） 
通常防災事業 

国土交

通省 

R2～

R6 
砂防堰堤１基 

150百万

円  
宮崎県 

町道維持整備 未定 
国土交

通省 
随時 未定 未定 

建設管

理課 

普通河川維持整備 未定 
国土交

通省 
随時 未定 未定 

建設管

理課 

災害等廃棄物処理事業 災害廃棄物処理 環境省 R2～ 未定 未定 
町民生

活課 

海岸漂着物等地域対策

推進事業 
回収・処理 環境省 R2～ 未定 未定 

町民・

建管 

民生安定施設の助成事

業 

民生安定施設の助成

事業 
防衛省 随時 

消防等諸機材の配

置等 
 未定 総務課 

茂広毛平付・高岡線 
防衛施設周辺道路改

修等事業 
防衛省 

R1～

R7 
1.70km 

448百万

円 

建設管

理課 

通信網の整備 未定 
国土交

通省 
未定 未定 未定 

建設管

理課 

明倫保育園新築工事 
就学前教育・保育施

設整備交付金 

こども

家庭庁 

R5～

R6 
1 園 

300百

万円 
福祉課 

めいりん放課後児童ク

ラブ新築工事 

子ども・子育て支援

施設整備交付金 

こども

家庭庁 

R5～

R6 
１事業所 

50 百

万円 
福祉課 

なでしこ保育園新築工

事 

就学前教育・保育施

設整備交付金 

こども

家庭庁 

R6～

R7 
１園 

380百

万円 
福祉課 

 


